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人口減少や少子高齢化が進む中、延岡市が将来にわたって活力ある地域であり続けるた

めには、次世代を担うこどもたちの成長を支え、未来を拓く力を育むことが求められていま

す。 

そのため、こども・若者が、夢や希望を持ち、健やかに成長し、自らの可能性を最大限に

発揮できる環境を地域全体で築いていく必要があります。 

学校や家庭、地域社会が力を合わせ、こどもたちを持続可能な社会を支える人材として育

成するとともに、若者の自己信頼を育み、「人間力」の向上を図ります。 

また、ＩＣＴやＡＩを活用した学びや多様な教育機会の充実を図り、一人ひとりの特性に

応じた教育を推進していきます。 

 

第１章 子育て 

すべてのこどもが健やかに伸びやかに育つことで、子育て家庭が子育ての喜びや生き

がいを感じることは、次代の親の育成という観点からも大変重要であり、将来に向かって

も必要なことです。 

子育て家庭の抱える不安や孤立感、経済的負担を軽減し、誰もが安心してこどもを産み

育てることができるよう環境を整備するとともに、本市の宝である、次代を担うこどもた

ち、これから産まれてくるこどもたちのためにも、地域や子育て支援の関係者、行政が一

体となり、切れ目のない子育て家庭の支援に努めます。 

子育てと生計維持を一手に担うひとり親に対しては、こどもに直接支援が届く生活・学

習支援や、当事者に寄り添った生活支援・就業支援を行うことで自立と安定を目指しま

す。 

また、子育て支援策を強化し、すべてのこどもたちの可能性を伸ばすことにも取り組み

ます。 

 

第２章 学校教育 第１節 教育内容の充実 

児童生徒数が減少し、社会や経済の先行きに対する不確実性が急速に高まっている中、

これまで以上に家庭や地域・関係機関との連携を図りながら教育コミュニティづくりを

推進し、学校が持つ教育機能を高め、特色ある学校づくりに努めます。また、未来を担う

こどもたちが、生涯にわたって主体的に学び続け、異なる価値観を持つ多様な他者と当事

者意識を持って対話し、問題を発見・解決できる「持続可能な社会の創り手」を育むこと

を目指した教育の充実を図ります。 

 

第２章 学校教育 第２節 教育環境の整備 

児童生徒が安全で快適な学校生活を送れるように、学校施設の整備に努めます。また、

ＩＣＴ教育環境の充実など、ネットワーク基盤の強化や教育ＤＸの推進を行う等、新しい

教育環境づくりに努めます。 

第１部 「次世代を育むまち」 



 

 

第３章 青少年の健全育成 

青少年人口の大幅な減少や、デジタル社会の急速な進展などにより、青少年を取り巻く

環境は予測しがたい変化を続けており、問題が複雑化、多様化、不可視化しています。問

題を可視化し、新しい状況に対応し続けるために、学校や地域、様々な団体との連携を強

化し、青少年を見守るとともに、社会の核である家庭を支援する教育環境づくりに努めま

す。また、様々な体験活動を充実させ、こどもが自ら考え行動できる力を育みます。 

さらに、地域社会の担い手である青年層の人材を育成するために、青年活動への支援を

充実させ、活動の活性化と地域貢献意識の高揚を図ります。 

また、急速な社会の変化とともに人づくりに対するニーズが多様化しており、学校や家

庭、地域社会だけでは解決できない課題が存在していると考えられることから、このよう

な課題の解決や人づくりによる地域の活性化を図るための第４の存在として設立された

（一社）延岡こども未来創造機構により、各種教育プログラム等を楽しく学ぶ取組や自己

信頼を高める取組等のこころを育む取組を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第２部 「交流連携のまち」 

本市は、高速道路の結節点であることの優位性を活かし、人・物・情報等のさらなる交流・

連携を図りながら、東九州の拠点都市として地域経済の活性化に貢献することが求められ

ています。 

そのため、地域産業や広域観光の振興、高速道路のネットワーク化や鉄道・バス等の整備、

広域連携の強化、姉妹都市等との都市間交流や国際交流に努め、交流人口の拡大を図ります。 

また、大学を活かした産学官連携による新たな地域産業の創出や、本市の特性であるアス

リートタウンづくり、歴史・文化的施設を活用した文化活動の活性化、移住促進や関係人口

の創出に向けた新たな取組など、交流連携のまちづくりを積極的に推進します。 

 

 

第１章 高速道路 

高速道路は、本市及び県北地域において、大規模災害時の救助活動、救援物資の輸送、

復旧・復興活動などの「命の道」として、また、物流の効率化・高速化による企業誘致や

設備投資による雇用の創出などの「経済の道」としての役割を担っていることから、九州

中央自動車道及び東九州自動車道の早期整備に向けた運動を積極的に展開し、九州の循

環型高速交通ネットワークの構築に取り組みます。 

また、高速道路の利用促進を図るとともに、高速道路を活用したまちづくりを推進しま

す。 

 

第２章 鉄道・バス 

 日豊本線の高速化・複線化及び東九州新幹線の整備に向けた取組を行うとともに、電子

決済サービスの利用エリア拡大や駅舎のバリアフリー化等の整備促進による鉄道の利便

性向上と情報発信等による利用促進を図ります。 

 路線バス、まちなか循環バス、乗合タクシー・コミュニティバスを組み合わせた、持続

可能なネットワーク形成を推進するとともに、交通空白地における地域住民と連携した

交通サービス提供の充実や予約制乗合タクシー等の地域のニーズに合った運行形態の検

討・拡大を進め、地域公共交通の確保・維持、利便性の向上を図ります。 

 

 

第３章 交流連携 第１節 広域連携 

 宮崎県北定住自立圏構想の推進や宮崎県北部広域行政事務組合の取組の推進により、

宮崎県北圏域の振興に取り組むほか、県内自治体との連携強化を図ります。 

さらには、東九州・九州中央・県境その他の地域との多面的な交流・連携を図るととも

に新たな枠組みでの連携を図る等、広域的な行政運営に取り組みます。 

 

 

 

 



 

第３章 交流連携 第２節 都市間交流・国際交流 

 姉妹都市・兄弟都市等との都市間交流については幅広い分野での交流に努め、都市間の

友好の絆を深めるとともに、交流人口の拡大を図ります。 

 また、国際交流事業の実施や関係団体との連携等を通して、市民の国際理解、多文化共

生への理解を図ります。 

 

第４章 大学 

大学の学生確保に向けた大学と行政、関係団体の連携を推進するほか、大学の機能や人

材を活用して、まちづくりリーダー等の人材育成を図ります。また、産学官連携により若

者の地元定着を図るとともに、延岡市メディカルタウン構想や新たな地域産業創出の取

組を積極的に推進します。さらに、学生と地域・市民との交流促進に積極的に取り組み、

学生でにぎわう活気のあるまちづくりに取り組みます。 

 

第５章 アスリートタウン 

多くの世界的なアスリートを輩出している本市の特性を活かすとともに、市民と行政

が一体となって競技スポーツの振興に努めながら、本市のイメージ向上を図ります。ま

た、「日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ」のレガシー（施設、運営ノウハウ、人的ネット

ワーク等）等を活かしながら、大会の充実や合宿誘致に努め、更なる交流人口の増加を目

指します。 

 

第６章 歴史・文化 第１節 歴史・文化を学び育む拠点 

延岡城跡について、可能な限り史実に基づいた保存と活用の両立を目指した再整備を

進めるとともに、延岡城跡を核とし、歴史・文化ゾーン回遊観光の推進を図ります。 

延岡城・内藤記念博物館では、多種多様な展覧会の開催により、多くの人々が訪れ、地

域や世代を超えた交流を推進し、野口遵記念館についても、文教施設が集積する立地環境

を活かし、にぎわいを創出し、本市の文化・芸術の魅力を創造・発信する施設となること

を目指します。 

また、延岡総合文化センターは、建設から 40 年が経過し本体や設備の老朽化が進行し

ているため、施設の長寿命化を図ります。 

 

第６章 歴史・文化 第２節 文化財の保護と活用 

本市の特色ある歴史・文化的資源の保存・活用や情報発信を図りながら、市民の郷土へ

の愛着と誇りを醸成し、市民協働による伝統行事の開催等を通して、文化活動の活性化と

交流促進に努めます。 

また、本市の歴史・文化・民俗・自然を体系的にまとめた新たな市史の編さんに引き続

き取り組み、様々な歴史資料等を収集・保存し、後世へ継承するとともに、地域の連帯感

やふるさと意識を高揚し、まちづくりに活かしていきます。 



 

 

第７章 移住・関係人口 

移住・ＵＩＪターン希望者に対して本市の「住みやすさ」や支援制度を効果的に情報発

信します。さらには、移住者のニーズに合わせた支援や、地域住民との交流を促進するた

めの取組を行う等、移住後も地域の中で安心して暮らせるようサポートし、定住促進を図

ります。また、移住の裾野を広げる関係人口の創出・拡大を図ります。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

第３部 「力強い経済・産業のまち」 

 力強い経済・産業のまちの実現に向け、農林水産業の分野においては、スマート技術の活

用や生産基盤の効率化等による生産性の向上を図るとともに、高収益化、販路拡大等により

経営体の所得向上を図ります。また、新規就業者等の育成・確保など、担い手対策に取り組

みます。さらに、環境負荷の低減や農林水産資源の維持・保全、森林由来の J-クレジット

の創出・活用を推進するとともに、有害鳥獣対策等に取り組み、持続可能な農林水産業を目

指します。 

商工業の分野においては、物価高騰や人手不足、後継者不足など、様々な課題の解決に向

けた取組を進めるとともに、新分野への挑戦や事業の拡大に意欲的に取り組む企業や、創業

等にチャレンジする事業者を支援していきます。また、新たな産業団地の整備を進めるとと

もに、デジタル産業関連企業等の誘致にも取り組んでいきます。さらに、観光の分野におい

ては、食や神話、城下町の歴史、自然体験など、本市が誇る多様な観光資源を最大限活かし

ながら、関係団体や周辺自治体とも連携した誘客促進を図っていきます。 

 

第１章 農業 

農業経営の収益力を高め、農業者の所得向上を図るため、高品質化や経営規模の拡大、

農地の集積・集約化やスマート農業技術の活用による生産性の向上、インターネット通販

サイト等を活用した、販路の開拓・拡大等を図ります。 

また、新規就農者の育成・確保をはじめ、農福連携の推進や公的法人の活用等により、

多様な担い手の育成・確保を図ります。さらに、農地の大区画化や保全活動と併せて、鳥

獣被害・家畜伝染病対策を推進するとともに、有機農業をはじめとする環境負荷の少ない

農業の推進など、持続可能な生産環境の確立を目指します。 

 

第２章 林業 

 森林が有する多面的機能が発揮されるよう、適地適木の考え方に基づき、林業採算性が

高いところは再造林を推進し、それ以外は針葉樹と広葉樹が混じり合った針広混交林へ

の誘導を進めるとともに、有害鳥獣対策等にも取り組み、森林資源の適正な管理に努めま

す。 

また、ＩＣＴなどの先端技術を導入したスマート林業による生産性向上のほか、市産材

や特用林産物の利用拡大を図ります。 

さらに、森林の二酸化炭素吸収量に係る森林由来 J-クレジットの創出・活用を通じて、 

循環型林業の確立を図るとともに、林業を担う人材の育成・確保を進め、将来にわたり 

持続可能な森林経営を目指します。 

 

 

 

 



 

第３章 水産業 

 安定した漁業経営の確立を目指して、漁業経営体の強化や高収益化の推進、さらには、

行政・関係団体・漁業者が連携した地産地消をはじめ、大都市圏や海外における販路開拓

等を推進し、水産業の成長産業化を図ります。 

 また、生産基盤の拠点となる漁港の整備においては、機能強化や防災・減災対策を促進

するとともに、水産資源の維持・保全活動や水産業の理解促進等に取り組み、持続可能な

水産業・漁村の構築を目指します。 

 

第４章 商業 

変化する商環境への対応を促進するとともに、主体的かつ意欲的に取り組む創業者や

新分野挑戦、事業拡大等を行う事業者への支援、地域通貨「のべおか COIN」の利用を促

すことで、市内経済の活性化を図ります。 

また、商業関係団体や地域金融機関との連携により、商業者への経営、金融支援等を行

うことで、変化する経済・社会環境に対応した経営基盤の強化を促進します。 

 加えて、関係団体や周辺商店街等との連携を強化し、まちなかのにぎわいを促す施策に

取り組みます。 

 

第５章 観光 

本市が誇る多様な観光資源（自然体験、食、神話・歴史、スポーツ、産業等）を最大限

に活かした独自の観光商品づくりと、観光消費の拡大に向けた戦略的かつ効果的な情報

発信に取り組むとともに、佐伯市や高千穂町を中心に本市とゆかりある自治体との連携

を強化しながら、広域観光やインバウンドの推進を図ります。 

また、地域経済の活性化を視野に入れながら、地域の魅力創生に努めていくとともに、

「おせったいの心」を伝えられる人づくりを目指します。 

  

第６章 工業 

「延岡市工業振興ビジョン」に沿って、地域ものづくり企業の技術革新・高度化を図る

とともに、工業会をはじめ関係機関と連携し、販路拡大や生産性の向上、人材活用等、も

のづくり企業等の育成・支援に取り組みます。 

また、延岡市メディカルタウン構想を推進するため、メディカル・ヘルスケア分野にお

ける産学官連携を図り、製品の社会実装に向けた取組等を支援します。 

 

第７章 企業立地 

 新たな産業団地の整備を進めるとともに、本市への企業立地を促進するため、優れた立

地環境や特色ある取組を広く情報発信しながら、企業情報の収集に努め、トップセールス

をはじめとした誘致活動を積極的に推進します。 

 また、企業ニーズに対応した優遇措置の充実に努めます。 

 



 

第８章 デジタル産業 

 企業を取り巻くデジタル化の波は急速に広がりを見せる中、本市へのデジタル関連企

業の誘致を進めるとともに、デジタル人材の確保や育成にも努めていきます。さらには、

あらゆる産業分野におけるデジタル化への対応についても積極的に支援します。 

 

第９章 人材政策 

市内企業の情報・魅力を効果的に伝え、若い世代をはじめとした産業人材の育成・確保

に取り組むとともに、国・県など関係機関と連携し、雇用と就業機会の拡大を図ります。 

また、事業承継を支援し、地域産業の持続的発展を図るための取組を推進します。 

 

第 10 章 新たな産業創出 

本市経済の基盤である中小企業の活性化を図り、地域経済に新たな活力を創出するた

めに、各種商工関係団体と連携し、環境の変化に対応した創業や事業拡大の支援に努めま

す。 

また、農林漁業者が、自ら或いは商工業者と連携して、生産から加工、販売まで行う６

次産業化・農商工連携について、取組への誘引や意識の啓発はもとより、商品開発や販路

開拓など具体的に取り組む農林漁業者等を支援するとともに、効果的な支援制度を構築

し、６次産業化・農商工連携を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第４部 「安心・安全なまち」 

少子高齢化、核家族化や人口減少、ライフスタイルの変化、価値観の多様化が進み、本来

持っていた地域や家庭の相互扶助の機能が低下し、地域の絆を維持することが難しくなっ

てきています。 

そのような中、住み慣れた地域で安心して生活できる環境を維持するためには、市民一人

ひとりが防災や地域福祉等の諸課題に強い関心を持ち、これらに的確に対応できる体制を

つくることが必要です。 

そのため、地域コミュニティ意識の醸成や様々な地域活動を通じて、住民同士の絆を維持

し、関係者が情報を共有し連携して対応できるよう、社会情勢に適応した地域コミュニティ

づくりに取り組みます。 

そして、この地域コミュニティを基盤として、地域住民のすべての世代が安心で安全な、

日々の生活を送れる地域づくりに取り組みます。 

 

第１章 地域コミュニティ 

市民や地域による「自助」や「共助」の力が十分発揮できるよう、自治会をはじめとす

る様々な地域コミュニティ組織の活動を支援し、その活動の拠点となるコミュニティ活

動の場の整備や自治公民館等の整備の支援を行うことにより、多くの市民が地域コミュ

ニティ活動に参加できる環境を整えるとともに活動の活性化を図り、生涯を通じて心豊

かに過ごすことのできる地域づくりを進めます。 

また、少子高齢化の進行や地域の絆が希薄化する等、社会環境の変化により福祉ニーズ

は多様化・複雑化しています。そのような福祉ニーズに応えていくことが地域住民の共通

の目標と捉え、地域住民自らが福祉のまちづくりの担い手として積極的に地域活動に参

加し、お互いに助け合い、支え合う地域福祉の実現に努めます。 

さらに、このような市民や地域の力を、これまで行ってきた防災や防犯等の分野のみな

らず、社会環境の変化に起因し、行政のみでは解決できない新たな地域の課題解決にも活

かし、誰もが安全・安心に暮らしていけるまちを目指します。 

 

第２章 防災 

南海トラフ地震など、今後想定される大規模災害の備えとして、「自助」「共助」「公助」

の取組を強化し、災害に強い人・まちづくりを推進することが重要となることから、市民

が区や自主防災組織に加入し、防災教育や防災訓練に積極的に参加する等、日頃から防災

力を高め、災害に備える意識の醸成を図ります。 

また、地域住民や関係機関との連携のもと、災害時要配慮者への避難支援に取り組んで

いくとともに、迅速かつ正確に避難情報を発信し、早めの避難誘導につなげるため、防災

行政無線の適正な管理・更新に努めることはもとより、災害発生時の有効な情報ツールと

なる災害情報メール及び防災アプリ等の一層の普及促進を図ります。 

さらに、大規模災害による災害関連死を防ぐため、災害時でも常につながる情報通信ネ



 

ットワークの適正運用や避難場所・避難所の確保、津波避難タワーや避難路の整備など、

ソフト・ハードの両面から環境改善に努めます。 

 

第３章 消防 

近年の自然災害は、多様化、激甚化、頻発化の傾向にあり、かつ、巨大地震の発生が懸

念されています。こうした災害から市民の生命・身体・財産を守り、迅速かつ的確な対応

を図るために、防災拠点となる消防署所（本署、分署）の適正管理や老朽化対策を含めた

機能強化、消防施設等の計画的な整備を図ります。 

加えて、予防査察を主軸とする指導や教育訓練により防火管理体制の確立を推進し、火

災被害等の軽減に努めるとともに、救急救助体制の更なる高度化に向けた人材育成と体

制整備の強化や、医療機関との緊密な連携を図ることで救命率の向上に努めます。 

さらに、大規模災害や特殊災害の対応力を高めるために、関係機関や近隣の消防本部と

の相互応援体制を一層強化するとともに、地域防災の中核を担う消防団の体制充実を推

進します。 

 

第４章 安心・安全な暮らし 

総合相談 

 市民からの様々な相談にワンストップで対応する総合相談窓口を設置し、専門の資格

を持った相談員が関係機関と連携しながら、市民の悩みや困りごとを早期解決するため

の相談体制の構築に努めます。 

 

交通安全 

 市民手づくりの「めひかり交通安全運動」を柱として、運転者はもとより、子どもや高

齢者に対する安全教育の徹底など、広く市民の交通安全意識の高揚を図ります。 

 

防 犯 

 地域の情報を共有し、市民と行政・関係機関が一体となった防犯活動を推進するととも

に、地域住民による自主的な地域安全運動の促進を図ります。 

 

消費生活 

 関係機関と連携しながら、多重債務をはじめとした消費生活相談に適正に対応すると

ともに、消費者の意識啓発に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 



 

第５章 高齢福祉・介護 

高齢者が生きがいを持って活動できるよう支援するとともに、住み慣れた地域で安心

して暮らし続けるために、心身の状況等に応じて必要なサービスが受けられるよう、各種

サービスが一体となって、切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の確立に引き

続き取り組み、保健・医療・福祉・介護が連携した施策を総合的に展開します。 

また、介護給付の適正化や計画的な介護サービスの基盤整備、介護人材対策等により持

続可能な介護保険制度の運営に取り組みます。 

 

 

第６章 障がい福祉 

市民が、障がいのあるなしによって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重

し合いながら地域で共に安心して暮らせる共生社会を目指します。 

また、福祉施設等から地域生活への移行を進めながら、自立のための就労支援や社会参

加の促進、早い時期での機能回復や発達支援を進めるとともに、関係機関等と連携した相

談支援体制の整備と障がい福祉サービスの充実を図り、障がいのある人にとって住み良

い環境づくりに努めます。 

 

第７章 健康長寿 

誰もが、より長く元気に暮らしていくため、「健康長寿のまちづくり 市民運動行動計

画」に基づき、市民、関係団体及び行政が連携し、自主的で持続的な健康づくり活動に取

り組むとともに、デジタル技術も活用しながら、生活習慣の改善や健診受診を促進するな

ど、疾病の予防や早期発見・早期治療につながる施策を推進します。 

 

第８章 地域医療 

感染症対策 

 感染症対策など疾病の発症や重症化の予防を重視した施策を推進します。 

 

医療体制の整備 

すべての市民が将来にわたって健康で安心して生活できるよう、「延岡市の地域医療を

守る条例」の基本理念に基づき、市民、関係機関・団体、行政が協働して、地域で完結で

きる医療体制の整備や自発的で継続的な健康づくり活動に取り組みます。 

また、大規模災害発生時における医療体制の確保や新感染症等の対応については、医療

機関をはじめ、関係機関等と連携し、段階に応じた的確な対応に努めます。 

加えて、新技術を活用し、救命救急医療における地理的格差の解消を目指します。 

 

 

 

 



 

第９章 生活支援制度 

国民健康保険・後期高齢者医療 

被保険者が安心して医療を受けることができるよう、国保財政運営の責任主体である

県及び後期高齢者医療の運営主体である宮崎県後期高齢者医療広域連合と連携し、制度

の安定的な運営に努めます。また、特定健診をはじめとした保健事業を推進することによ

り、医療費の適正化や被保険者の健康の保持増進を図ります。 

 

将来に備える国民年金 

将来の生活に備えるための仕組みである年金制度に関して、市民が正確に理解し、必要

な手続きを円滑に行うことができるよう、年金事務所と連携し、複雑化する制度の周知や

デジタル化への対応等を推進します。 

 

生活困窮者自立支援・生活保護 

 より複雑化・複合化している生活困窮者の課題に対応できるよう相談体制の充実を図

るとともに、各種制度の活用や関係機関との連携により自立を支援します。また、社会保

障制度の最後のセーフティネットである生活保護制度を適正に実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第５部 「多様性を認め合い学び活躍できるまち」 

市民生活を取り巻く環境が大きく変化する中、年齢や性別等にかかわらず、誰一人取り残

されることなく、誰もが個性と能力を発揮し、愛着と誇りをもって生き生きと暮らすことの

できる地域社会が求められています。 

この地域社会づくり、まちづくりの基本は人づくりにあります。 

文化やスポーツ、地域活動等を通して、生涯にわたって学び、互いに尊重し男女が共に参

画しながら、生きがいのある地域社会づくりに主体的に活動できる人づくりを進めます。 

さらに、先人たちが築いてきた歴史・文化等を継承しつつ、これからの延岡新時代にふさ

わしい魅力あるまちづくりに取り組む人づくりを進めます。 

 

第１章 生涯学習・社会教育 第１節 生涯学習・社会教育の推進 

地域社会や社会教育関係団体との連携を一層強化するとともに、ＩＣＴ等の活用や社

会教育施設の充実を図り、すべての人が世代や背景の違いにかかわらず、柔軟に学び続け

ることができる環境の整備を進めます。 

あわせて、学習によって得られた知識や経験を、地域社会で活かすことができる仕組み

を構築し提供することにより、自己実現と社会参加を図ることができる市民生活の実現

を目指します。 

 

第１章 生涯学習・社会教育 第２節 図書館サービスの充実 

図書館は、誰もが主体的に知識や教養を身につけて豊かな生活を送ることができるよ

うに、生涯にわたって市民の自主的・自発的な学習活動を支援する教育施設です。そのた

め、市民が将来にわたり、いつでも、どこでも図書館サービスを享受できるよう、多様な

ニーズに応じた資料・情報の提供やレファレンスサービスの充実に努めるとともに、他の

図書館や関連施設及びボランティア等と連携して、利用促進や読書活動の推進を図りま

す。併せて、移動図書館や様々なネットワーク情報資源を活用したサービスの拡充に取り

組みます。 

 

第２章 文化都市 

本市の高い市民力と文化レベルに根差した、多様な市民文化活動を支援します。また、

豊かな自然と、城下町としての歴史を活かしつつ、市民が自信と誇りを持ち、市内外にア

ピールできる生き生きとした延岡の文化を創造します。 

さらに、伝統的な文化の担い手を育てつつ、新たな文化のリーダーを養成し、延岡の文

化が脈々と受け継がれ発展していくための人づくりを推進します。 

 

 

 

 



 

第３章 スポーツ・レクリエーション 

市民生活に心の豊かさと健康をもたらし、活力ある社会を築くため、市民が気軽にスポ

ーツを楽しみ、生活の一部としてスポーツが定着するための環境づくりを進めます。 

また、関係団体や指導者等と連携しながら、各種のスポーツ教室や大会・イベント等の

拡充を図り、さらに安全性を確保しつつ、既存施設を有効活用しながら、市民が主体的に

スポーツに取り組める環境を整えます。 

 

第４章 男女共同参画社会 

 少子高齢化の急速な進展により、今後も労働人口の減少が見込まれています。そのた

め、男女がともに働きやすい環境が整い、仕事と生活の調和が図られる社会を目指して、

男女共同参画への理解の促進を図るとともに、人材の育成等に努めます。併せて、政策方

針決定機関への女性参画を推進します。 

 

第５章 人権 

人間としての尊厳や互いの人権が尊重される差別や偏見のない社会を目指して、「延岡

市すべての市民の人権が尊重されるまちづくり条例」に基づき、あらゆる機会を通じた教

育・啓発活動に取り組む等、人権が尊重されるまちづくりを推進します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第６部 「快適に暮らせるまち」 

本市は、東九州有数の工業都市であるとともに、豊かな水産資源を育てる海、奥深き雄大

な山々、鮎を育む清らかな川など美しい自然に恵まれています。この地域の特性を活かして、

計画的な土地利用をはじめとして、災害に強い安全で住みやすいまちをつくるとともに、豊

かな暮らしを営むことができるまちをつくることが必要になっています。 

豊かな自然を守るため、地球温暖化対策に向けた脱炭素化の推進や、環境保全を視野に入

れて、ごみの減量化や資源化等により環境にやさしい循環型社会の形成を図るとともに、ユ

ネスコエコパークへの登録を契機とした取組等により絶滅危惧種をはじめ希少な動植物の

生息地や自然環境の保全を図ります。 

また、安全な暮らしを守るため、河川改修等による治水対策、道路網の整備、安定したラ

イフラインの構築や建築物の耐震化による生活基盤の確保、空き家の発生抑制及び解消に

よる住環境の改善など、都市整備の推進を図ります。 

さらに、人口減少等の社会情勢を踏まえた都市構造を目指す持続可能なまちづくりを推

進するとともに、豊かな暮らしを実現するため、効率的な市街地の整備や上下水道の整備等

により快適な住環境づくりを進め、都市機能の充実による利便性の向上や、地域が持つ歴史

や文化等の特性を活かした美しい景観の形成に努めます。また、中山間地域づくりを推進し、

恵まれた自然環境から得られる豊富な地域資源を活かした食や観光の振興等の取組を推進

します。 

 
第１章 環境保全 

本市の豊かな自然環境を守るため、絶滅危惧種をはじめ希少な動植物の生息地の保護

に取り組み、環境に配慮した公共工事等を推進します。 

 また、大気や水質の定期的な監視や、総合的な生活排水対策により、自然環境の保全に

努めます。 

 さらに、地球温暖化対策に向けた脱炭素化の推進や環境保全、生活環境の保全について

も、市民、事業者と協働の取組を進めます。 

 

第２章 廃棄物対策 

循環型社会を形成し、さらには地球環境に貢献するため、市民・事業者及び行政が一体

となって、ごみの減量化・資源化を進めるとともに、その取組の効果を検証しながら、廃

棄物対策の充実に取り組みます。 

 また、ごみの焼却・破砕・埋立等の廃棄物処理については、災害に強い安心・安全な施

設の維持管理に努めるとともに、施設の強靭化・延命化や建て替えなどの整備を行い、効

率的で環境にも配慮した適正処理に取り組みます。 

 

 

 

 



 

第３章 生活衛生 

清潔で安全かつ快適な生活環境を守るために、関係機関と連携しながら、災害時の防疫

対策、狂犬病予防等の公衆衛生活動を進めるとともに、市営墓地の適切な環境整備や円滑

な火葬場の維持管理に努めます。 

 

第４章 土地利用 

国土形成計画を基本とし、「延岡市都市計画マスタープラン」や「延岡市農業振興地域

整備計画」等との整合を図り、計画的な開発整備を進める地域、農林業等の振興を図る地

域、将来にわたって保全すべき森林地域等を明らかにしながら、災害に強い環境づくり、

社会情勢の変化を踏まえた総合的・計画的な土地の有効利用に努めます。 

 

第５章 市街地整備  

良好な市街地の形成や公共施設の整備を図るため、地域の特性に応じた効率的な市街

地の整備を進め、快適で災害に強いまちづくりに努めます。 

また、安心・安全のために開発許可制度や地区計画制度等を適正に運用しつつ、民間に

よる良好な市街地整備の指導・誘導に取り組みます。 

 都市景観やアメニティ等に配慮しユニバーサルデザインの視点に立った市街地整備と

連携したまちづくりの形成を図ります。 

 

第６章 道路 第１節 国・県道 

 広域交流基盤となる交通体系の形成を図り、交通の広域性、迅速性、安全性を確保する

ため、一般国道、主要地方道（県道）、一般県道の道路整備を促進します。 

 

第６章 道路 第２節 市道 

広域となった市内の移動の円滑化を図るため幹線道路の整備を進めます。さらに、高速

道路開通や社会情勢の変化により、計画決定時点から必要性や位置付けが変化している

未整備の都市計画道路について見直しを図ります。 

また、市民の経済活動や日常の利便性、安全性を確保するため地域の状況に応じた計画

的な道路整備や老朽化した橋梁・トンネルの計画的な長寿命化、障がい者等に対応した歩

道の確保やバリアフリー化などを進めるとともに、適切な道路の維持管理に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 



 

第７章 住宅 第１節 住宅等 

良質な住宅ストックを形成するため、住まいに関する情報提供を進める等、延岡らしい

良質な住まいづくりを目指します。また、高齢者や子育て世代等の需要にも対応できる住

宅の整備や市民の多様なニーズに応じた安全で安心な住環境づくりを推進します。 

市営住宅については、安心して住み続けられるための住宅セーフティネット機能の向

上を図ります。また、指定管理者によるきめ細やかなサービスの提供や効率的な維持管理

に取り組みます。 

 

第７章 住宅 第２節 空き家 

増加傾向にある空き家について、管理不全な空き家の発生抑制、解体等による管理不全

な空き家の解消、空き家の流通促進など、総合的に空き家対策を推進し、周辺地域の住環

境の維持・保全を図ります。 

 

第８章 公園緑地 

 都市部における緑とオープンスペースの確保を図り、市民のふれあい・余暇活動の場を

提供するため、自然、歴史、文化等の地域特性を活かした公園の整備を図ります。また、

既存の施設を利用した憩いの場の整備を行い、賑わいの創出を図りながら新たな観光誘

客に取り組みます。さらに、災害発生時の避難場所としての整備を図るとともに、老朽化

した公園施設や遊具等の補修、更新を計画的に行い、利用者に快適で安全な施設を提供し

ます。 

 身近な公園については、日常的な維持保全に加え、市民及び公園緑地愛護団体等の協力

を得ながら、良好な環境づくりを目指し、花と緑のまちづくりの推進に取り組みます。 

 自然公園については、利用促進に加え、やすらぎを与えてくれる景勝地の保全・保護を

図ります。 

 

第９章 景観 

 本市の特性である豊かな水産資源を育てる海、雄大な山々、鮎等を育む清流など美しい

自然景観を保全するとともに、地域が持つ歴史や文化等の特性を活かした景観の形成に

努めます。 

 このため、景観法を活用し、「景観計画」及び「景観条例」に基づき、良好な景観形成

に向けた総合的な取組を行います。 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 10 章 水道 

水道は、市民生活のライフラインとして重要な役割を担っているため、水質基準に適合

した水をいつでも、どこでも、誰でも、合理的な対価をもって、持続的に使うことができ

るよう「延岡市新水道ビジョン」(令和７年度改定)に基づき、災害に強い水道施設整備や

緊急時において早急に対応できる体制の充実を図ります。 

また、公営企業として経営の安定化を図るとともに、効率的な施設更新を実施します。 

 

第 11 章 下水道 

生活環境の改善と海や川の水質保全のため、事業実施地区の早期完成に努め、未整備地

区のさらなる普及促進に取り組むとともに管路および施設の適切な維持管理や統廃合、

改築更新・耐震対策により、安定的な処理機能の確保に努めます。 

また、汚水の処理過程で得られる資源の有効活用を行うことにより、循環型社会の構築

に貢献します。 

 さらに、浸水対策のため、雨水処理施設の整備や出水期前の水路等に堆積する土砂の撤

去を行う等、「水害に強いまちづくり」を目指します。 

 未接続家屋への水洗化の促進や各種イベントを通して下水道の役割や大切さについて

啓発を行うとともに、公営企業として経営の健全化に取り組みます。 

 

第 12 章 河川・砂防・港湾・海岸 

 市民の生命や財産を水害から守るため、河川改修事業等の治水対策や流域治水への転

換により災害に強い河川を目指します。さらに、豊かな自然環境や水辺の景観に配慮した

河川整備を促進するとともに、イベント等を通して川に親しむまちづくりを推進します。 

 また、各港湾の特性を活かした利用促進を図るとともに、長寿命化と防潮堤等の地震津

波対策を促進します。 

海岸については、比較的発生頻度の高い津波に対する被害を軽減するため、ハード・ソ

フト対策を組み合わせた津波対策の充実と海岸侵食への対応を促進します。 

 

第 13 章 中山間地域 

 過疎地域や辺地地域並びに離島である島野浦島等の中山間地域の振興を図るため、道

路をはじめとした社会資本の整備や生活サービス機能の維持、また、地域資源等を活かし

た取組を総合的かつ計画的に推進します。 

 

 

 

 

 

 



 

第７部 「まちを支える市役所」 

少子高齢化や人口減少が進行し、地方自治体を取り巻く環境が大きく変化していく中に

おいて、健全な財政運営の維持と、持続可能な行政運営を目指し、さらなる効率化や運営体

制の強化等を図ります。 

また、広報広聴活動の充実等による市民と行政の情報の共有化や、地域や行政の DX、情

熱と使命感を持った職員の育成等を図るとともに、市民のまちづくりの意識を醸成し、その

活動を促進する等、市民協働による市民が主役のまちづくりを推進し、さらなる市民サービ

スの向上に努めます。 

 

第１章 市民協働 

少子高齢化、人口減少、価値観の多様化等が進む中、それらに応え、より良い地域社会

を実現するため、市民や市民活動団体、事業者等と行政が、対等な立場で協力・連携する、

市民協働による市民が主役のまちづくりを進めています。 

 今後も、市民協働により様々な課題を解決し、多くの市民が自分たちのまちに愛着と誇

りを持てるよう市民が主役のまちづくりをさらに推進します。 

 

第２章 広報・広聴 

市民と行政が情報を共有し共通の認識を持つこと、また併せて、市民の意見や要望が市

政に反映されることは市民協働のまちづくりにとって重要なことです。 

 このため、行政情報を分かりやすく積極的に発信するとともに、市民の意見・要望の的

確な把握に努めます。 

 

第３章 地域や行政の DX 

デジタルを活用し、地域と行政の DX を推進します。地域の DX では、国・県の動向を

踏まえ、IT インフラの活用や各種分野の DX を推進し、デジタルデバイド解消を通じて、

すべての市民がデジタル化の恩恵を享受できる地域社会の実現を目指します。 行政の DX

では、生成 AI 等の活用やフロントヤード改革を推進、庁内 DX 人材の確保・育成と情報

セキュリティ対策の強化により、効率的で持続可能な行政運営を目指します。 

 

第４章 効率的な行政経営 

地方創生に向けた取組を推進するとともに、行財政改革を推進し、健全な財政の維持と

効果的で効率的な行財政運営に努めます。 

 また、公共施設維持管理計画に基づき、維持管理費の平準化に努めるとともに、効率的

かつ効果的な公共施設の整備等を進め、財政負担の軽減や行政サービスの維持・向上に努

めるため、民間の資金、技術的能力等を活用する多様な手法を導入するなど、人口減少社

会を見据えた長期的な観点から、効率的な行政経営を推進します。  

 



 

第５章 人材の育成と確保・人事管理及び組織整備 

効率的な運営体制の確立を図りながら、定員管理、職員配置や給与の適正化に努めると

ともに、働き方改革に取り組み、職員のワークライフバランスの推進を図りながら市民サ

ービスの維持・向上に努めます。さらに、研修の充実等により高い資質や能力を備えると

ともに使命感を持って市民と向き合う革新的な行政職員の育成を図ります。 

 また、時代のニーズに即応した効果的かつ機能的な組織の整備に努めるとともに、緊急

事態にも柔軟に対応できる組織の整備を図ります。 

 

 


